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1 地方裁判所の民事事件について

(1)民事通常訴訟事件を取り巻く最近の状況

地方裁判所の民事訴訟事件の新受件数は，平成22年以降減少傾向にあり

ましたが，平成27年以降はおおむね横ばいとなっています。また，既済

事件の平均審理期間は，平成22年以降長期化していたものが平成28年に

は短縮に転じていますが,実質的に争いのある事件では長期化傾向が続いて

おり，特に争点整理手続の期間が長期化しています。
.. ( ･ .

ところで，近時は社会情勢の変化，情報技術の進展，価値観の多様化等

を背景として，裁判所の判断が国民の社会経済活動に大きな影響を与える訴

訟が増え，裁判所の審理判断に対する国民の関心と期待は高まっています｡，

それに伴い,裁判の質についても，判断自体の適正さや手続保障のみなら

ず,理由の通用性や合理的な期間内での解決といったものを求める声が
強くなっているところです。

(2)民事訴訟の審理運営の課題

§民事訴訟の審理については‘上記のとおり，平均審理期間（特に争点整理

期間）が長期化する傾向にあります。その原因としては,､事件の複雑困難化

Iや弁護士の急激な増加等による裁判の担い手の変化が挙げられるものの，争

、 点整理や人証調べ，和解等の実情に関して弁護士や高等裁判所から厳しい指

、摘もあることに照らすと，裁判所も，民事訴訟法が志向する争点中心型の審

理を実現する上で果たすべき役割を十分に果たすことができていない面があ

ることも否定できません｡"例えば，平成30年度の事務打合せでは，近年，

長期化している事件の中には,事案が複雑困難であるにもかかわらず,裁判

所と当事者の間で十分な口頭議論がされず，早期の段階で法的判断枠組み等

についての共通認識が得られないために；争点が確定しないまま漂流してい

る事件があるのではないかとの指摘があったところです。

こうした審理判断の課題を踏まえると，争点中心型の審理を実現し，紛争

の実相を捉えた適切な事案の解決を図るためには，争点整理において裁判所

と当事者との双方向的なコミユニケーションを通じて真の争点についての認

識を共有し恥必要十分な人証について集中的な証拠調べを行うとともに，適
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正な紛争解決のために積極的に和解勧試を行うこと等が求められているとい

・えます。もっとも， 口頭議論をどの段階でどのような形で行うのか，釈明権

：の行使や争点の絞り込みをどのような方法でどの程度行うのかといった具体

的な審理の在り方については，裁判官の間で理解や認識にかなりのばらつき

､ があるとの指摘もあり，民事訴訟の審理運営の改善を図るためには，裁判官
． （ ． 、

の間でこうした具体的な審理運営の在り方について認識共有を図る必要があ
： ． ．． 。 ： ． 。 ． ．

、ると考えられます。
． ；、 ：

(3)民事部の機能の活性化（合議の充実･活用等）

､ ：以上を踏まえ，裁判の質の更なる向上を図るためには，各裁判官がそれぞ

れ審理運営の改善に取り組むだけでなく，合議の充実・活用等により部の機

j能を活性化し， さらに，部や庁を越えた裁判官同士の意見交換を充実させる

などして，裁判官の間で具体的な審理運営の在り方について議論をしていく

%'､ことが必要かつ有効と考えられます。そして， これらの取組を真に実りある

iものとするためには，一人一人の裁判官が， 自らの審理運営及び判断を省み，

:その課題を認識した上で，取組が各自の課題の解決に資する実践的・効果的

;なものとなるよう,主体的,積極的に関与することが望まれます。

､このような取組への主体的,積極的な関与を促すためには，所長が，部総

, :括を中心とした各裁判官に対し，上からの押し付けにならないような形で,

裁判の質の更なる向上が必要であることやそのためには上記の取組が有効で

： あることについての理解を得､られるよう，各部の実情を踏まえつつ，継続的

‘: .に働き掛けを行うとともに,庁としての継続的な検討態勢の構築を支援する

: ,な･どして取組を後押しすることが重要であると考えられます。 ‘ ：
‘ ． ： ．

；

､ i :
(1)民事訴訟

‘ 簡易裁判所の民事訴訟の新受件数は，地方裁判所の民事訴訟と同様，平成
． ． ： ． 、

:27年以降，微増が続いている状態にあります。また，国民の権利意識の高

まりを背景に本人訴訟の審理が難しくなっていることに加え,交通損害賠償

・訴訟などの弁護士関与事件も増加しているため，簡易裁判所の事件処理は困

難さを増しており，審理期間の長期化等が指摘されています。少額の紛争を

､

！
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：簡易，迅速に解決するという簡易裁判所本来の役割を十分に果たすためには，

簡易裁判所が，民事訴訟法上の簡易裁判所の訴訟手続に関する特則の趣旨を

いかした適切な審理を実現していく必要があることは当然として，地方裁判

所の審理及び判決に慣れた弁護士に対しても，簡易裁判所の在るべき審理

． :運営を理解してもらうよう，各地で弁護士会への働き掛けを実施すること
. ． 、 、． ；． ．， ． ．

、が重要であると思われます‘
． .：

特に，急増し，審理期間の長期化も目立つ交通損害賠償訴訟については，

､司法研究報告書「簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決

､に関する研究」において示された審理？判決モデルを実務に定着させるた
： ゞ ・

め，各庁において具体的な取組を進める必要があると思われます。
・ ： ： ： ; ， j

(2)民事調停

）簡易裁判所の民事調停事件の新受件数は減少傾向が続いているところ，民

事調停が，紛争解決手段として適切に選択され，期待される役割を果たして

、いくためには,利用者のニーズに応え，その満足を得られるよう，調停運営

:､の更なる改善を図っていく必要があります。各庁においては，近年，公正か

っ合理的な解決を求める利用者のニーズに応えるため，民事調停の機能強化

:の取組が進められているところですが，民事調停は，公正かつ合理的な解決

*を図り得るだけでなく，手続の簡易迅速性,非公開性，費用の低廉性,傾聴

: ,と社会常識とに基づく条理にかなった解決の可能性といった様々な利点を有

ゞしており＆ これらに対する利用者のニーズも大きいと考えられることから，

機能強化の取組においても,調停主任と調停委員が充実した評議を実施し，

1利用者のニーズや事案についての認識共有を図りつつ，多角的な観点からの

､検討を行い，単に法的観点を踏まえるだけでなく， これらの幅広いニーズに
も： 。 ， 。

;も十分配慮した調停運営を行っていくことが重要です。
． ． ： ． ． ．

< また，民事調停が紛争解決手段として適切に選択されるようにするために

; ；は，調停協会とも連携しつつ，潜在的な利用者の動向等を踏まえ，紛争に巻
i 、
き込まれた国民が相談を持ち込む窓口の担当者等に，民事調停の制度やその

特長・利点を十分に理解してもらうなど） より効果的な広報を積極的に展開

：することが必要です。さらに，事件数の減少が続く中，調停運営を支えるに

、
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足りる調停委員を安定的に確保していくため，その任命や育成の在り方につ

いても検討することが求められます。 ： ・

(3)地方裁判所と簡易裁判所の連携と役割分担

ざ土記のとおり，現在,簡易裁判所においては,事件の困難化等に対応して，

； ：いかに紛争解決機能の向上を図っていくかが課題となっていますが， これに

;. 対応するためには，簡易裁判所による取組だけでは十分ではなく，簡易裁判

所と地方裁判所がその役割分担を踏まえつつ，密接な連携を図ることによっ
:． ． ､ ・

：てこそ，大きな成果を得られるものと考えられます。地方裁判所においては

…簡易裁判所への関心が乏しくなりがちですが，地方裁判所の裁判官への十分

:‘ な意識付けを行いつつ，地方裁判所と簡易裁判所との間で，具体的な課題の

、 :解決に向けて継続的に意見交換を行うなどし,地簡裁連携の取組をより実効
・ … ・ i ､ ，

性あるものとしていく必要があります。
． .f : x.

’例えば，改正債権法への対応等は，簡易裁判所単独で進めることは困難な

:場合が多いため，その進め方も含めて,、地方裁判所のサポートが望まれます。

3倒産事件について ’ : - ・ ‘ ； ； 、
: (1)倒産事件の将来的な事件増に備えた事務処理の合理化等について ．

． ．； 、 ． ． ・

:破産事件の新受件数は，平成15年をピークに年々減少じていましたが，

::平成28年以降，自然人を債務者とする破産事件を中心に増加傾向が続いて

..fいます｡一方で,破爵事件の平均処瑠胡間についてはJ:近年I蛎唇横ばいと
: なっており，順調な事件処理がうかがわれます。

： 、 :また,再生事件の新受件数ほ,通常再生事件については平成20年以降,；
; .j "

､ :年々減少しているものの, ､個人再生事件は平成27年以降，毎年10%を超

える割合で増加しています｡一方で,再生事件の平均処理期間については，

:破産事件と同様,近年はほぼ横ばいとなっており，順調な事件処理がうかが

ノわれます。 .、

.このように，破産事件や再生事件の処理状況は，全般的に比較的良好な状

態にあるといえますが，特に， 自然人を債務者とする破産事件や個人再生事

:件については,今後も，新受件数の増加傾向が続くことが見込まれます。

したがって，－層の事件増に備えて，各倒産事件における各種の事務が合

Ｉ
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理的かつ効率的な事務フローとなるよう改めて見直しを図る必要があるもの

と考えられます｡

(2)管財人等の育成について ：

l破産事件の新受件数は増加傾向にあり，また，破産管財人の選任率は高い

水準を維持しています。今後の事件増の見込みや若手弁護士の増加を踏まえ

ると，若手の破産管財人の育成と管財人候補者の世代交代を進める必要があ
： ． ‘

シ 乳ることはもとより，複雑・困難事件に対応できる管財人候補者を育成してい

， 』くことも喫緊の課題であると考えられます。 j ：
;:加えて，通常再生事件に関与した経験のある弁護士が少なくなっており，

：裁判所としても，監督委員等機関候補者の確保・育成を進めるとともに，円

､滑に事件処理できるように′ウハｳの継承や運用改善を進めていくことも必
。 . ． ． ・・ ． ？ 、 ,

､要になります。
． ､ ﾞ ・ ・

: ，なお，破産管財人等の選任に客観性と公平性が求められることはいうまで
： ． ･

もなく,万が一にも裁判所の選任が不当に偏っているとの誤解を受けぬよう，

選任の適正には常に留意することが求められます。 ：

側破産事件における同時廃止と管財事件の振り分け基準の見直しについて

i ､破産事件における同時廃止と管財事件の振り分け基準や管財事件の最低予

l納金額といった,利用者の経済的利害に直結する基準について，本庁･支部

‘間や隣接庁間で少なからぬ差異が生じていましたが，平成27年以降，当該

（差異の解消に向けた見直しの取組が全国的に検討・実施されています。現在

:は，全国の地裁本庁の8割強が見直し済みとなっていますが，引き続き，検

討が進んでいない庁に対するフオローアップを行っていく必要があります。

民事執行事件について・ :; : : :I ; ： 、 ：

(1)不動産執行事件
｡ ．. ： も ． .

不動産執行事件は，景気回復や中小企業者等に対する金融の円滑化を図る

ための臨時措置に関する法律（平成25年3月31日失効）の影響を受けて，

平成22年度以降減少しており，その傾向は同法の失効後も続いていますが，

平均審理期間は全国平均で8． 9か月と短縮されており，売却率についても，

全国で80％を超える年が続くなど，高い水準を維持しています。

4
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このように，不動産執行事件の処理はおおむね順調に行われているところ

ですが,金融機関からは,不動産競売は処理期間や価格の面で利用しにくい

という意見もあり，このような利用者の意見を踏まえつつ， より迅速で質の

高い運用を不断に追求していくことが求められています。こうした観点から，

： .平成28年度の協議会において，競売市場修正率の見直し及び処理期間の短

:縮化のための方策について議論され＃平成2．9年度の協議会においても，競

:売市場修正率の見直しについて，前年度の協議会後の各庁の検討状況や見直

"しをした庁におけるその効果等の実情の紹介餌ありました。これらの協議会

:での議論も踏まえ，売却率,入札数,売却基準価額と売却額との乖離の程度

等に関する客観的なデー夕を基に，裁判所と評価人候補者との間で定期的な

協議を行いながら, .競売市場修正率の見直しの要否や範囲を検討していくこ

' とが重要であると考えられます。また,処理期間の短縮化についても，個々

の手続の短縮化という観点にとどまらず，手続全体という観点からも計画的

､:かつ整合性のあるスケジュールを検討，構築していくことが必要であると考
． ． ． ． ． ： ． ． ； ．。 、 ・ ・ ・ ． ． ． ． ． ： ： ‘ ･＃ ． ‘

えられます。 … ． ： ． ． ： ：
； ． ． ． ．

(2)執行官をめぐる状況 i ： ：
ア・指導監督の充実

j： ;執行官は，独立かつ単独制の司法機関であり，職務のほとんどが庁舎外

・ で行われることから，不適切な事務処理に陥りやすい面があり，近時もそ

; うした不適切処理がなお散見されます。適正な事務処理の確保は，第一次

： ､的には各執行官及び総括執行官の責任ですが，監督官等にも監督責任があ

ることはいうまでもなく，過去の過誤事例を見ると，監督官等が十分な関

心を払っていれば防止できた例が少なくありません。

加えて，近時，執行事件の減少に伴って執行官数は大幅に減少しており；

’人配置や無配置の支部も増加して，執行官室内部の相互研鎭や相互監視

も利きにくい状況になっています。さらには，外部採用者が増加しており，

,公務員倫理や裁判事務の習熟度合いにも差が生じています。このような状

況を踏まえ， 日常の指導監督の充実強化（例えば，総括執行官等による記

録査閲や監督官等と総括執行官との定期的なミーティングの実施など） ，

7



特に年2回の事務査察での適切な重点査察事項の選定，過誤や不正が生じ

やすい部分の重点的な点検及び増加する外部採用者の育成や日常の指導に

‘ ついても,監督官等の積極的な関与が求められています。

、 イ解放実施

､国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律（以

: 下｢ハーグ条約実施法」という。 ）に基づく解放実施については，国内外

: 、 の関心が非常に高まっており，現に解放実施が申し立てられた事件がjい

． ！ずれも奏功することなく終局していることから，米国から執行の在り方に

… ‘ ついて批判が向けられているほか， ヨーロッパ各国からも執行の状況につ
： 、 ． ． ． ・・

、いて注視されています。もちろん，ハーグ条約実施法によって執行官の権

:､ ；限に制約が設けられている以上，行使できる権限には限界がありますが，

その範囲内で最大限の権限行使をして返還命令の実現に当たるべきことは

： ？当然であり，そのためには，解放実施前に，債権者風外務省，家庭裁判所

: 等と綿密な事前準備を行い，監督官等の十分な関与の下，子の返還の実施

鉦: 』に向けて万全な態勢を整えておくことが重要と琴ﾏています。 ” : ：
5地方錘判所の行政事件について :ｴ : : : ： ：

， ． :: ・ ・ ・

:<1）行政事件をめぐる動向と審理運営上の課題

:: ：地方裁判所における行政訴訟事件の新受件数は，平成18年以降， 200
， ． ： ・

; ､0件を超える水準で推移しており，国民の権利意識の高まりや法曹人口の増
． 、 ： ． 。 、

＃大，行政活動の複雑多様化に応じて，今後も事件数が高い水準で推移するこ
． ＆ ． ； ．． ， 、

i ;とや,事件が複雑困難化することが見込まれます。 ，

, . :行政訴訟事件は，訴訟法上，複雑な訴訟類型が存在するだけでなく，事実

関係の存否よりも詳細な法令や行政基準からなる行政実体法規の解釈が争点

、 となることが多いという特徴があるところ，裁判所が，争点を的確に把握し

:て当事者の主張を適切に整理した上で，通用力の高い妥当な判断をするため

§ ：には，行政活動やその背景となる社会経済活動の実像を把握しつつ，関係法

令の構造を踏まえた法解釈を行うことが肝要です。このような観点から，裁

判所は，当事者に適切に主張立証を促すとともに， 自らも関連する判例・学

説を調査するなどして合議を充実したものとすることにより，判断の質を高

8



めていくことが求められます。

なお，上記事件動向を示す統計資料や審理運営の参考となる実情調査の結

：果概要等については, J･..NE･Tポータルの行政・労働・知財情報データベ

－ス(G-de"sk)に掲載されているため,各庁において参考にしてく,だ

さい｡

側行政事件訴訟法の〒部を改正まる湾律く平成16年法律第84号)の施
．･ ､･ j

;､行後の状況等・
、 ． ；

・改正法施行後,･同法に定められた規定を踏まえた訴訟の提起が定着してき

: §ており，改正法の理念に沿った最高裁判恥獅重ねられている状況にあり
ます。 ：

: :なお，改正法附則50条に基づく改正後の施行状況に関する検討等につい

: : ‘ては，法務省は，直ちに行訴法の見直しを実施する必要があると判断するこ

:とはできないとしつつ，政府どして講ずべき措置の有無について引き続き注

:視する旨の立場を表明している一方， 日弁連は， 「民事司法を利用しやすく
、‐ ：

'する懇談会」の最終報告書において，行訴法の第二次改正の必要性を強調す

: : 《 fJi ､ ,; :､るなどしています。 :‘､ :､ ､ : ､…
： ： ：; . " ． ． ． ． ． ‘

： ． ・・ 亀 ． ．

' 地方裁判所の国家賠償事件について ： : “
i i ；
:地方裁判所を第一審とする国家賠償事件の新受件数は，平成27年以降増加

基調にあるところ，事件類型別に見ると，その4割前後をB型肝炎訴訟が占め

．ています。B型肝炎訴訟は， 1件当たりの原告数も複数に上るものが多いこと

から,､今後も未済事件数が増加し，それに伴い審理期間も長期化することが懸

念されます｡今後も提訴動向を注視しつつ,個々の事件について，適正迅速な

解決が図られるよう事務処理上の工夫の集積や共有を図る必要があると考えら

、・伊:い: 》 : :j,……れます。 ：

:労働関係事件について

（1）労働関係事件をめぐる動向と審理運営上の課題 ; ． ； ・
地方裁判所における労働関係民事訴訟事件については，新受件数が平成2

: ､’年に急増して以降， 3000件を超える高水準のまま推移する中,未済件

数が年々増加し，審理期間も長期化しています。労働審判制度については，

6

7

1

､
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: 制度開始以来，概ね順調に運用され，終局事件全体の約7割で調停が成立し，

これに労働審判が確定したものを合わせると8割弱が最終的な解決に至って

:いる一方で，近時は新受件数が.3000件を超える高水準で推移するほか，

‘制度開始当初に比べて幅広い事案が申し立てられるようになっているなどの

事情がうかがわれます。

； ：このような労働関係事件における審理運営上の課題を把握し， これに対す

!‘ る司法行政上の施策を実施する観点から，平成28年10月，労働関係事件
、 ： 、

事務打合せ（中央協議会）を開催しました｡また，同様の観点から，毎年，

“主にテレビ会議システムを利用して,複数の地方裁判所の本庁及び支部につ
： : : ; ． ： ． : …・ ・、 ．

《 :いて実楕調査を実施しています｡ ・

; “ :労働関係事件については，近時の割増賃金請求事件の増加や,事件の複雑

i ､ ､鴬･困難化等の傾向にも対応し,各庁において,その実情に応じて適正迅速に

､処理するための取組を進める必要がありますので，その際には,同事務打合
． . ： ． 。

、 1 ．． ． ： ． ． .・ ・ ：

# 》 . ;･. ･ : , : ､b' i 〃」iい
（2）労働審判事件取扱支部の拡大

． ： 、

：; :労働審判事件は，全国の地裁本庁と東京地裁立川支部及び福岡地裁小倉支

部において取扱いがされていましたが，平成29年4月から，新たに静岡地

:裁浜松支部，長野地裁松本支部及び広島地裁福山支部でも取扱いが開始され，

; ＃順調に運用されています。今後も，労働審判事件を支部で取り扱うかどうか

: については，予想される労働審判事件数や本庁に移動するための所要時間等

: :の利便性を基本としつつ,事務処理態勢，労働審判事件の運用状況及び労働
･ 了 ．

､藩判員の安定的な確保等を含めた地域的な個別事情を総合的に勘案して判断
： 、 ． ． ’ ・ ・ ． ．. ・ ．. . ．． ； ．､、 ： ． ・ ％ ． ： ，、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‘ ，． ． ， ．

‘ 、されるこ:とになります｡ … 、 ＃ ■ 必:… ”､ :〃シ 、 ：

(3)､適罰な解決機関及び解決手続の選択の促進 ’

労働関係事件の適正迅速な解決のためには，当事者による適切な解決機関

: ､及び解決手続の選択を促す必要があるところ,そのためには裁判所における

各手続の特徴を受付窓口で教示する方法を地裁・簡裁間で協議したり，弁護

：士会や労働局との協議会等において各手続の特徴等について共通認識を持つ

機会を設けたりすることが有益であると考えられます｡、 : ･ l .. i. . .

『
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（4）労働審判手続におけるテレビ会議の活用に向けた取組

‘ :労働審判手続におけるテレビ会議の活用に向けて， これまでパイロット庁

を選定し（平成28年2月に静岡地裁，神戸地裁，名古屋地裁，福岡地裁及

､び釧路地裁を，平成29年1月に更に水戸地裁，宇都宮地裁及び福島地裁を

選定しました。 ） ，積極的な周知等の取組を重点的に行っていただきました

: ‘ が,その結果を踏まえ，平成30年1月からは，同取組を全地裁において行

っていただくようお願いしています（パイロット庁を選定して行う取組は終

了しました。 ） 。実際にテレビ会議の方法による期日を実施した事件が徐々

に増加しているところ，その実施状況等については，取りまとめの上,行政

: ‘ ･労働・知財情報データベース(G-desk)に掲載するなどして情報提

･供していますので，今後の各庁における取組の参考としてください． 。 、

i ヌバ ： 、《 ￥ 、 ． ： ： ：
8知的財産権関係民事事件について

(1)知的財産権関係民事事件をめぐる動向と審理運営上の取組

､ “地方裁判所における知的財産権関係民事通常訴訟事件の新受件数は，概ね

: 500件程度で推移してきましたが，平成29年は著作権関係の大量提訴が

:影響し, 691件と大幅に増加しました。また，知財高裁における審決取消

、訴訟事件の新受件数は，平成25年以降減少傾向にあり，平成29年には，
・ ． ： ． ．

‘236件と，過去10年で最も少ない件数となりました。 ; 、

《 ；知的財産戦略本部(本部長6内閣総理大臣）による知的財産推進計画20

18においては，特許法等改正により導入される，裁判所が書類提出命令等

＃においてインカメラ手続で書類等の提出の必要性を判断できる制度及び同手

;続に専門委員が関与できるようにする制度の適切な運用並びに海外へ向けた

､ 知財関係裁判例などの情報発信の充実が期待されています。これらの情勢か

ら，前記各制度を実務に定着させていくことが重要となっています。 ；

(2)国際交流・情報発信

, ;経済活動のグローバル化に伴う知財紛争の国際化に対応するため，裁判官

の国際会議への出席や海外からの訪問者の受け入れを行っています。こうし

た国際化の要請への取組の一環として，平成29年度には，裁判所が主体と

､なり，法務省,特許庁などとも共催し，日本,中国，韓国及びASEAN諸

ノ

●
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国の知財紛争処理に関わる実務家を招いた国際知財司法シンポジウム201

7が開催され,活発な議論が行われました。これに続いて平成30年度には，

欧米の裁判官等を招き．，国際知財司法シンポジウム2018が10月31日

:及び11月1､日に開催されたほか，法務省主導の知財司法シンポジウムが1

1月30日に開催され，裁判所も主催者として関与しました。

、 また，知財高裁ウェブサイトを中心として知財訴訟の判決（判決要旨等の：

英訳を含む｡ ）等を公表するなど,各種錆報の発信を行っています。
。 ． 。 2 0 ． ． 、 ： ： i

（3） ビジネス・コート

1 ;平成33年（2.021年)頃には, ､東京高地裁中目黒分室(仮称)に,知

財高裁や東京地裁の知財部等，ビジネス関係の訴訟や倒産事件を専門的に扱

う部門を集約して移転する計画であり,備品整備等を検討しています。

デ

、

け･

１

Q も

●
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目次【立法・法改正編】

1民事関係の法令の改正等について

: :(1)民事裁判手続等のIT化 ．

: (2)民事執行法改正の動向 ：

(3)会社法改正の動向

(4)公益信託法改正の動向
： ．

､ (5)所有者不明土地問題について
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:(2)地方自治法について

a国家賠償事件に関する法改正等について，

: ;{1)c型肝炎に関する特別措置法について・

(2) 旧優生保護法下で行われた不妊手術に関する

4労働法関係の法改正について

．11）働き方改革実行計画を踏まえた法改正の動向

(2)解雇無効時の金銭救済制度について
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： ： 、
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： 、

旧優生保護法下で行われた不妊手術に関する救済法案の立法動向

0 0

§

旬
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1民事関係の法令の改正等について

（1）民事裁判手続等のIT化

：､民事裁判手続のIT化については，平成30年3月30日に内閣官房の

, ､ ｢裁判手続等のIT化検討会｣；の検討結果が取りまとめられたことを受けて，

: 現在，公益社団法人商事法務研究会に設置された「民事裁判手続等IT化研

・究会」 (裁判所も関係省庁として参加）において,民事裁判手続等をIT化

, した場合の法制的な問題点や実務上生じ得る問題点の整理が進められていま

､ 'す｡ ､検討は,訴えの提起から上訴までの手続の流れに沿って行われており，

､来年3月を目途に論点整理を中心と’した検討（1読)が終了し，来年4月以
, ： ． ｛ ・

: 、降に法制審への諮問に向けたより具体的な検討（2読）が行われる予定とな
：． 6 . .. . ．

“っています｡裁判所としても，同研究会での議論に対応しつつ,運用の検討
影 ． ＄ ． ． ： ： ． b 、 ？ ：

；や環境整備を迅速かつ着実に進めてい､く所存です。

､ :なお,上記の取りまとめにいう民事訴訟手続の全面IT化は，単に従来の

手続にITを導入する.というにとどまるものではなく，民事訴訟手続の在り

、方全体の抜本的な見直しを迫るものとしてとらえるべきものであり，その検

＃討は，裁判官や裁判所書記官等によるこれまでの取組を基礎としつつ，現行

: :法の下での20年間のプラクテイスを省み，裁判の質を更に高めるという観

' ‘･点から,柔軟かつ大胆な発想をもって行うことが求められると考えます｡ :
・ ・ ： § ．

、 ， ： ． 、

、 ,このように,民事訴訟手続のIT化は，裁判の質の更なる向上を図る重要

::な契機となるべきものであり，検討を進めるに当たっては，裁判所全体で幅

f広く意見交換等をしていくことが必要です。特に，将来の裁判所を担う裁判

;官,裁判所書記官その他の職員には,…積極的に議論に参加することが期待さ
＃ ． ： 、 。 ： . ． ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ； 、 ． ． ． ： 、 ・ ・ .． 、 ％ ： ： ．． 。 ． ． ’ ＄

.“れます。 : ' ． 、 ．
． ； 画 ・ ・ ・

また，知的財産戦略本部による知的財産推進計画2018において，知的

財産権関係訴訟手続においてもIT化の推進が期待されています。

::民事訴訟手続のIT化の検討状況については， J ・NETポータルの民事
． ；

－情報データベース（ミンフォ）及び行政・労働・知財情報データベース(G

-desk)に掲載するなど，様々な手段を通じて，随時お知らせしていく
‘ r； ； ；

j “ ： ; ， ： ・

、
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： ： おって,倒産手続のIT化についても，事業再生研究機構による「倒産手

、 続のIT化研究会」において，現行法のプラクティスを前提としたIT技術

の活用等について検討が進められています。当該研究会には,東京地裁民事

i第8部及び民事第20部から各1名の裁判官がオブザーバーとして参加して

: ：おり,研究会での議論の状況について適宜情報提供を受けています｡ 息
． ： ． 、

側民事執行法等改正の動向

｡ 民事執行法制の見直しについては，法制審議会民事執行法部会における調

‘査･審議の結果,平成30年8月31日の第23回部会で民事執行法制の見

直しに関する要綱案が取りまとめられ, この鋪案が10月4日の法制審議
． ､ . ： ． ．． ．

:会総会において要綱として採択され，法務大臣に答申されました｡法務省に

ﾐ :よれば,平成31年通常国会に法案を提出する予定とのことであり，平成3
・ ・ ・. ： ． ・ ・． ：． ； ． 。 ． ，

:2年の早い時期の施行が見込まれています。
、 ： ． ：

その主な改正項目は，①債務者財産の開示制度の実効性の向上，②不動産
： ． 、

競売における暴力団員の買受け防止の方策,③子の引渡しの強制執行に関す

る規律の明確化，④債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し，⑤差押禁止

ゞ債権をめぐる規律の見直し，⑥国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条
・ 1 ．

約の実施に関する法律に基づく国際的な子の返還の強制執行に関する規律の
： ．． ， ， 。

． ． ． . ： ． ． ・ ・・ ． ． ． ． ．， ． ： ・ ・ ・ ・ ・ .
． 、 ． ． ： ： ：

ゞ ：見直しです。 ‘ 外: ‐ j ： ､ : ％ ： ､ ， : :ﾖ j ､ 『 ：
． ． ： ． ． ． ． ．

I(3)､会社法改正の動向、 ‐ 、

j 法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会においで調査･審議が行われ
： ． ．.．

、 ;ており，平成30年2月に中間試案がとりまとめられ，パブリック･コメ･ﾝr

､卜が実施されました。同部会では，次期通常国会への法案提出を目指して，

:要綱案の取りまとめに向けた調査・審議が行われています。その主な改正検

､討項目は，株主総会資料の電子提供制度の創設や社外取締役の義務付けを始

:め, ､多岐にわたりますが,裁判実務に影響があるものとしては，株主提案権

:の数及び内容の制限に関する規律の整備，株式交付制度の創設（株式交付の

：無効の訴え)，取締役に対する責任追及等の訴えにおける和解につき監査役等
． ． ： 、

の全員の同意を得るものIとすることなどがあります， 、 j
(4)公益信託法改正の動向 、 、 : ’
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法制審議会信託法部会において調査・審議が行われており，平成30年1

2月18日に要綱案が取りまとめられる予定です。その主な改正検討項目は，

公益信託法全般の見直しであり，受託者の辞任，解任及び選任，信託の変更

;命令を始めとする信託法上の非訟手続と同様の手続が公益信託法においても
。 ｡ ： . ､

： 設けられる見込みです。 ：

(5)所有者不明土地問題について 《

”:所有者不明土地問題に関しては,平成29年'0月に登記制度･土地所有

:権の在り方等に関する研究会が設置されるなどして検討が進められており,

:平成30年6月に,国又は地方公共団体の長に不在者財産管理人及び相続財

産管理人の選任の申立権を付与することなどを定める所有者不明土地の利用
． ．: ．

､ ､の円滑化等に関する特別措置法が成立したほか,同研究会の中間取りまとめ

: :報告書が公表されました。この報告書においては，対抗要件主義の検証，相

続登記の義務化，変則型登記の解消，登記手続の簡略化．所有権放棄,相隣

関係,共有地の管理,財産管理等につき検討を行うものとされています。

:､:;このうち,不動産登記の表題部所有者欄にIA外3名」 「惣代Bjなどと記

;載され，そのままでは所有権保存の登記手続を行うことができない変則型登

:記の解消に関しては,次期通常国会へ関連法案の提出を目指すという方針が

: ，示されています。具体的な方策としては，登記官が職権で鯛査を行い，表題

i部所有者を更正するという規律が示されていますが，調査を行っても所有者
｡、 ＄. ． ｡ ． ．

: ､:を特定することができない場合への対応策についても検討が行われており，

: :地方裁判所が，利害関係人の申立てに基づき，所有者不明土地の管理者を選
; j P
、任し，当該管理者ｶﾐ管理処分を行うという規律が示されています。それ以外

: ；の民事基本法制の見直しについては平成31年度に法制審議会へ諮問し，平
’ ． ・ ； 、

戒32年度に法改正を行うという方針が示されています。
． ． ． ： ． ．： ‘ ： ． ． ．: ． ． ・ ・ ・ ．

(6)その他

８

既に成立した改正法に関しては，債権法に関する改正法が平成32年4月
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I

母

1日から，相続法に関する改正法が平成31年7月1日から，それぞれ一部

、 の規定を除いて施行されます。その他，民法（成年年齢の見直し） ，商法

（運送・海商) ,消費者契約法といった改正法の施行も予定されています｡

2行政法関係の法改正について

（1）行政不服審査法及び整備法について

： :処分に関与していない職員である審理員の主宰する審理や第三者機関の点

；検等による公正性の向上，不服申立前置の見直し等を内容とする， 「行政不

,服審査法」及び｢行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

：；律｣が,平成28年4月1日から施行挙れています。 ≦ …
: (2)地方自治法について

# ； ‘平成29年6月2日， 「地方自治法等の一部を改正する法律」が成立し，

伺月9日に公布されました。同法は，地方公共団体の長等の地方公共団体に

対する損害賠償責任について，賠償責任額を限定してそれ以上の額を免責す

る旨を条例において定めることを可能にすることなどを内容とするものであ

:り；一部の規定を除き,平成32年4月’日から施行されます。 & ： ：
． ． ． ；

． ： ． ． ．

a国家賠償事件に関する法改正等について 《 、 ： : ：

(1)c型肝炎に関する特別措置法について

平成29年12月8日， 「特定フイプリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ
． ． ．》 ．

： : :因子製剤によるc型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する

』特別措置法の一部を改正する法律」が成立し，同月15日に公布され，同日
3 . ... ｡ ．

;から施行されました。同法は，特定フィプリノゲン製剤及び特定血液凝固第

：Ⅸ因子製剤によるc型肝炎感染披害者を救済するための給付金の請求期限を
， . ｡《

5年延期するものです。

（2）旧優生保護法下で行われた不妊手術に関する救済法案の立法動向

旧優生保護法下で不妊手術を受けた障害者らに対し，一律の一時金を支給

すること等を内容とする救済法案が検討されており，平成31年の通常国会
。 I ・ 。． ！ ；

での成立が見込まれています。

4労働法関係の法改正について

（1）働き方改革実行計画を踏まえた法改正の動向
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： 「働き方改革実行計画」 （平成29年3月28日働き方改革実現会議決定）

、 の実現に向けて，①時間外労働の上限規制の導入，②高度プロフェッショナ

:ル制度の創設，③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差

の是正等を主な内容とする働き方改革を推進するための関係法律の整備に関

: :する法律案が，第196回国会において，平成30年6月29日に可決･成

立し，同年.7月6日に公布されました。現在，その施行に向け，政省令やガ
ト 、 " - o ‘

: :イドライン（指針）の制定に向けた検討が行われています。 ： ・
． ． ： ． ： 。 ． ． ； t
. ､ ． ： ＄ ･

燗解雇無効時の金銭救済制度について
. ． ： ： ：

！ ､厚生労働省に設置された『透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り

､方に関する検討会」が平成29年5月に取りまとめた報告書等を受けて，平

:戒30年6月12日から同省において， 「解雇無効時の金銭救済制度に係る

: ･怯技術的論点に関する検討会」が開催され,議論が行われています， ､ :＝
、 ． ： 、． ． ‘

（3）賃金債権等に係る消滅時効の見直しについて
･ 1 ．

: , 、 :民法が改正され，職業別の短期消滅時効が廃止されたことなどを踏まえて，

:厚生労働省において賃金債権等に係る消滅蒔効の在り方についての検討が行
fr. " ､;･. :.r ･: iJ. ｡ . 、： ‘ ． ： 、

･ :われています。 : . : ： ~ ir" :.J,. r_･ J ,~. _: ::､.
・・ ： ． ‘ ． ． 、 ゞ ・ , ． ． 、 ；

: (4)パワーハラスメンﾄ防止対策等について
q . ､ ④ . . ◆

j: ;厚生労働省の労働政策審議会雇用環境.均等部会において,女性の活躍の
:推進のための対策及びパワーハラスメント防止対策等に対する検討が行われ

､が菫Lた●その結果,法律において,事業主に対しパﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ防
､止措置を義務付けることなどを適当とする報告書が取りまとめられ,平成3

ゞ ‘ :b年;12月14日，厚生労働大臣に対し建議が行われました。 : ･､≦ ｛
･ ･ ．･ ･ ･ : ：: ., , ､ 、 .

5知的財産横関係の法改正について ： : ' ､ 、 、 ゞ
: 、 ・

(1) 、特許法改正の動向

:知的財産推進計画2017において，適切かつ公平な証拠収集手続の実現

が求められ，書類提出命令の必要性判断におけるインカメラ手続の導入と同

‘ ､手続への専門委員の関与を可能とする特許法改正法（実用新案法，意匠法, ‘

商標法に準用，不正競争防止法は同様の改正）が，平成30年5月30日に

公布され，平成31年7月1日から施行されます。 ；

、
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;また，産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において，証拠収

･集手続について立法的な措置を講ずるとの方向性が示されました。現在，議

論が行われており，平成3’年の通常国会への改正津案提出を目指していま
:す。 ; i

(2)著作権法改正の動向

； ：文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会において，漫画などの海

>賊版サイトにインターネット利用者を誘導するリーチサイトを規制するため

::の著作権法改正に向けた検討が進められています。権利保護の実効性を確保

: :するための差止請求の制度などが検討項目として挙げられ,平成a蝉の通
． ． ：. ． ： ．．､ ｡、 ． ． ， ． ： ・ ・

常国家へ改正法案が提出される予定です。 ．

: また，内閣府の知的財産戦略本部に設置された「インターネット上の海賊

【版対策に関する検討会議｣において，悪質な著作権侵害サイトについてサイ

;トブロ:ツキングをできるようにする制度整備については，中間とりまとめを

球とめられないまま無期限延期となっています。サイトブロッキングを法制

化する場合には,司法型になり,著作権法にこれを規定することｶﾐ予定され

ていました。
､ ､｡

ノ
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